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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
枠
の
購
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
（
平
成
十
七
年
四
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合

枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
平
成
十
七
年
条
約
第
一
号
。
以
下
「
京
都
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
�
に
規
定
す
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
削
減
約
束
の
達
成
に
向
け
て
国
民
各
界
各
層
が
最
大
限
努
力
し
て
も
な
お
不
足
す
る
約
一
億
ト
ン
の
差

分
に
つ
い
て
、
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
京
都
議
定
書
第
三
条
�
に
規
定
す
る
割
当
量
、
京
都
議
定
書

第
六
条
�
に
規
定
す
る
排
出
削
減
単
位
及
び
京
都
議
定
書
第
十
二
条
�
�
に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
を
い
う
。

以
下
単
に
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
取
得
に

当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
を
活
用
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
間
で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

を
三
千
万
ト
ン
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
購
入
価
格
及
び
支
払
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
他
の
交
渉
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
が
実
施
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
得
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
以
降
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
エ
ネ

ル
ギ
ー
需
給
勘
定
（
項
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
費
（
目
）
認
証
排
出
削
減
量
等
取
得
委
託
費
並
び
に
一
般
会

計
経
済
産
業
省
所
管
（
組
織
）
経
済
産
業
本
省
（
項
）
温
暖
化
対
策
費
（
目
）
認
証
排
出
削
減
量
等
取
得
委
託
費
及
び
一
般

会
計
環
境
省
所
管
（
組
織
）
環
境
本
省
（
項
）
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
費
（
目
）
認
証
排
出
削
減
量
等
取
得
委
託
費
に
よ
り
、

予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
の
達
成
に
向
け
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
末
ま
で
に
、
民
間
事
業
者
と

の
間
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
計
二
千
三
百
四
万
ト
ン
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
ま
た
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、

今
般
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
政
府
と
の
間
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
三
千
万
ト
ン
購
入
す
る
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し

て
も
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
と
共
に
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
等
の
政
府
と
の
間
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
取
得
交
渉
を
行
う

二



等
、
引
き
続
き
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
取
得
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


